[bookmark: OLE_LINK1]「のべおか生活応援商品券」配布事業実施要綱

（趣旨）
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民生活を支援
するとともに、市内消費を下支えするため、延岡市が配布する「のべおか生活応援商品券」の
全世帯配布事業について必要な事項を定めるものとする。

（定義）
第2条 この要綱において「のべおか生活応援商品券」（以下「商品券」という）とは、前条の
趣旨に基づき、延岡市（以下「市」という。）が配布する券種をいう。
２　この要綱において、「特定取引」とは、市内において商品券が対価の弁済手段として使用さ
れる物品（有価証券、前払式証票及びその他これらに類するものを除く。）の購入、借受け又
は役務の提供をいう。
３　この要綱において、「商品券取扱店」とは、市内において特定取引を行い、受け取った商品
券の換金を請求することができる事業者として市に登録された者をいう。
４　この要綱において、「紙商品券」とは、冊子その他の紙媒体により交付される商品券をいう。
５　この要綱において、「電子版商品券」とは、市が指定する電子決済サービス「のべおかCOIN」
において、アプリのアカウントに付与される商品券をいう。
６　この要綱において、「世帯コード」とは、配布対象世帯ごとに市が付番する識別コードであ
って、電子版商品券の受領申請に用いるものをいう。
７　この要綱において「ポイント」とは、市が指定する電子決済サービス「のべおかCOIN」において、アプリのアカウントに付与され、商品券取扱店における特定取引の支払に使用できる付加的な給付をいう。

（配布対象者）
第3条 商品券の配布対象は令和８年１月１日（以下「基準日」という）に本市の住民基本台帳
に記録されている世帯（以下「配布対象世帯」）の世帯主とする。
２　前項の規定にかかわらず、基準日において、配偶者等からの暴力等を理由に避難している市
の住民基本台帳に登録されている者からの申し出により、配偶者等の暴力等を理由に避難して
いることが関係機関から確認が取れる場合は、その者についても配布対象者とすることができる。
３　基準日から商品券を配布するまでの間に、配布対象世帯の世帯主が死亡または転出等により、
本市の住民基本台帳の記録から除かれた場合は、配布対象世帯の世帯員のいずれかを配布対象
者とすることができる。

（商品券の配布金額）
第４条　配布対象世帯の世帯主に対し、世帯１人あたり金額１０，０００円分の商品券を配布す
る。
２　紙商品券１枚あたりの額面金額は１，０００円とし、１０枚を１冊として配布する。
３　市長は、第５条第３項の規定により電子版商品券を付与する配布対象者（以下「電子版選択者」という。）に対し、当該付与とあわせて、１世帯あたり２，０００ポイントを当該のべおかCOINのアカウントへ付与する。

（配布の方法）
第５条　商品券の配布は、紙商品券又は電子版商品券により行う。
２　配布対象者が電子版商品券の受領を希望する場合は、市長が別に定める期間内に、のべおか
COINアプリにより申請しなければならない。
３　市長は、前項の申請を受理したときは、当該配布対象者に対し、当該申請に係るのべおか
COINのアカウントへ電子版商品券を付与する。
４　前項の規定により電子版商品券が付与された配布対象者に対しては、紙商品券を配布しない。
５　市長は、第３項の規定により電子版商品券を付与したときは、前条第３項のポイントを当該のべおかCOINのアカウントへ付与する。
６　紙商品券の配布は、前項の規定により電子版商品券が付与されない配布対象者に対し、日本
郵便株式会社のゆうパックで郵送を行うこととする。
７　市長は、前項の規定により送付した紙商品券が郵便局から返還された場合において、当該配
布対象者の居所が判明しないときは、当該配布対象者に対して紙商品券を給付しないことがで
きる。
８　市長は、第５項の規定により紙商品券を送付するまでの間に、基準日における配布対象世帯
のうち本市の住民基本台帳の記録から死亡または転出等により世帯員全員が除かれた世帯があ
る場合は、当該世帯の配布対象者に対して、紙商品券を配布しないことができる。
９　市長は、同一の世帯コードにより複数の申請があった場合は、最初に申請が完了したものを
有効とし、それ以外の申請を無効とすることができる。
10　電子版商品券の受領申請の期限、申請方法、申請内容の変更その他必要な事項は、市長が別
に定める。

（商品券の使用範囲等）
第６条　商品券は、その所有者と商品券取扱店との間における特定取引においてのみ使用することができる。ただし、次に該当するものは対象外とする。
（1）商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード、各種商品券など換金性の高
いもの
（2）株式、先物取引、保険、宝くじ等の金融商品
（3）たばこの購入
（4）国や地方公共団体、保険適用の医療費、公共料金の支払い、税金の納付等
（5）土地・家屋購入及び家賃・地代・駐車料等の不動産に係るもの
（6）電子マネーカード等への入金
（7）その他市長が特に指定するもの
２　商品券を使用できる期間は、令和８年１０月３１日までとする。
３　商品券（電子版商品券を除く。）は、使用しようとする商品券の額面に満たない特定取引に
ついては釣銭の支払いは行わないものとする。
４　電子版商品券は、のべおかCOINアプリに表示される二次元コードその他市長が指定する方
法により、商品券取扱店において使用するものとする。
５　電子版商品券は、現金その他の財産的価値を有するものへの交換、換金又は他者への譲渡を
行うことができない。
６　電子版商品券の使用に必要な端末の紛失、故障又は機種変更等があった場合の取扱い、その他必要な事項は、市長が別に定める。

　（商品券取扱店の登録等）
第７条　商品券取扱店として登録できる者は、市内に事業所を有する個人又は法人とする。
２　前項に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当する業務を行うものは、商品券取扱店の
対象から除外する。
（1）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）に規定する
性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業を営む者
（2）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号の暴力団に関係する者
（3）業務の内容が、公序良俗に反する営業を行う者
（4）その他市長が不適当と認める者
３　第１項に規定する事業者が商品券取扱店として新たに登録しようとする場合は、「のべおか
生活応援商品券取扱店登録申請書」（様式第１号）（以下「登録申請書」という。）を市長に提
出しなければならない。
４　前項の規定にかかわらず、令和６年度に「使おやっ！のべおかプレミアム商品・サービス券」
の取扱店として登録している店舗及び令和７年度に「第４弾のべおか市民生活応援商品・サー
ビス券」の取扱店として登録している店舗は、登録申請書の提出があったものとみなす。

　（商品券取扱店の遵守事項）
第８条　商品券取扱店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
（1）商品券取扱店のステッカー等を店頭等の目立つ場所に表示すること。
（2）特定取引において、商品券の受取を拒まないこと。
（3）商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
（4）自らの事業上の取引に使用しないこと。
（5）自店舗で使用されたかのように偽って換金する等の不正な行為を行わないこと。
（6）その他この要綱の趣旨に反すると認める行為をしないこと。

（商品券取扱店登録の取消し）
第９条　商品券取扱店において、第７条第３項の規定により提出された登録申請書に虚偽がある
と認めた場合又は前条各号に定める事項に反する行為をした場合は、当該商品券取扱店の登録
を取り消すものとする。この場合において、市が実施する前条各号に定める事項に関する商品
券取扱店への調査について、商品券取扱店は協力しなければならない。

（商品券の換金手続き）
第１０条　商品券取扱店は、第６条第２項に規定された使用可能期間内の特定取引において紙商
品券（券種）を受け取った場合は、「のべおか生活応援商品券」取扱店換金申込書に、使用さ
れた紙商品券（券種）を添えて市長が指定する金融機関の窓口へ提出し、換金を申し込むもの
とする。
２　前項に規定する申込みは、市が紙商品券を発行した日の翌日から令和８年１１月１３日まで
に行わなければならない。

（電子版商品券の精算等）
第１０条の２　商品券取扱店は、電子版商品券により特定取引を行った場合は、市長が別に定め
る方法により精算を受けるものとする。
２　前項の精算に関し必要な事項は、市長が別に定める。

（事業の委託）
第１１条　市長は、必要があると認めるときは、この事業を委託することができる。

（個人情報保護）
第１２条　受託事業者は、本事業で知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。本事業が完了した後も、また同様とする。

（その他）
第１３条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
　
附　則
１　この要綱は、令和７年１２月２６日から施行する。
２　この要綱は、令和９年３月３１日をもってその効力を失う。




[bookmark: OLE_LINK2]延岡市「のべおか生活応援商品券」（電子版）取扱要領


第１　目的
本要領は、「のべおか生活応援商品券」全世帯配布事業実施要綱第６条第６項に基づき、電子版商品券（以下「電子券」という。）及び同要綱により電子版商品券の受領者に付与されるのべおかCOINのポイント（以下「ポイント」という。）の使用に必要な端末の紛失、故障又は機種変更等があった場合の取扱いその他必要な事項を定め、電子券及びポイントの円滑な利用並びに不正利用の防止を図ることを目的とする。
第２　用語
１　電子券：のべおかCOIN（アプリ）上で付与される本事業の電子版商品券をいう。
２　ポイント：本事業において、電子版商品券の受領者に対し、のべおかCOIN（アプリ）上で付与されるポイント（２，０００ポイント）をいう。
３　利用者：基準日における配布対象世帯に属し、電子券を受領した者をいう。
４　アカウント：のべおかCOINにおける利用者の利用単位（UID）をいう。
５　残高：アカウントに付与された電子券の未使用額をいう。
６　ポイント残高：アカウントに付与されたポイントの未使用数をいう。
７　本人確認：市が、申出者が当該電子券の受領者本人であることを確認する行為をいう。
８　電子券等：電子券及びポイント（ポイント残高を含む。）をいう。
第３　基本原則
１　電子券の残高及びポイント残高（以下「残高等」という。）は、原則としてアカウントに紐づき管理する。
２　端末の紛失、盗難、故障又は機種変更等が発生した場合であっても、利用者が所定の手続を行い、本人確認が完了したときは、残高等を保護し、必要に応じて利用継続の措置を講ずる。
３　不正利用防止のため、本人確認が不十分な場合、市は当該申出に係る措置を行わないことがある。
４　利用者は、アカウントを新規作成し直す（作り直す）前に、市が指定する窓口へ連絡するものとする。（新規作成により引継ぎが困難となる場合がある。）
５　ポイントは、電子券と同様に、現金その他の財産的価値を有するものへの交換、換金又は他者への譲渡を行うことができないものとする（システム上の取扱いを含む。）。
第４　申出窓口・受付
１　利用者は、端末の紛失、故障又は機種変更等があった場合、速やかに市の指定する窓口へ連絡し、必要事項を申し出るものとする。
２　申出の受付は、原則として電子券の利用期間内に行う。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
３　申出の際は、次の事項（可能な範囲で）を確認する。
　(1) 氏名、生年月日、住所
　(2) 世帯コード（通知に記載されたコード等）
　(3) のべおかCOINの登録情報（電話番号、メールアドレス等）
　(4) 申出理由（紛失／盗難／故障／機種変更／アプリ不具合／その他）
　(5) 端末の状態（電源可否、SIM差替え可否等）
　(6) 直近の利用状況（利用店舗、日時、金額等が分かる場合）
　(7) ポイントの利用状況（利用の有無、概ねの時期等が分かる場合）
第５　本人確認の方法
１　本人確認は、申出内容に応じ、次の方法を組み合わせて行う。
　(1) 住民基本台帳情報との照合（氏名・住所・生年月日等）
　(2) アカウント情報（電話番号、メールアドレス等）との照合
　(3) 必要に応じ、本人確認書類の提示（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証
　　　等）
　(4) 必要に応じ、同一世帯員による補完確認（委任状・同意確認等）
２　本人確認が完了するまでの間、市は不正利用防止のため暫定措置（第６）を講ずることができる。
第６　端末の紛失・盗難時の取扱い
１　利用者から紛失又は盗難の申出があったときは、市は必要に応じ、当該アカウントの電子券の利用を一時停止（凍結）する。
２　一時停止後、本人確認が完了した場合は、第８の手続により利用再開（引継ぎ）を行う。
３　紛失又は盗難により、第三者による不正利用が疑われる場合、市は利用履歴を確認し、必要に応じて
　　関係機関への相談（警察相談等）を案内する。
４　一時停止前に行われた利用について、適法な利用と判断できない場合を除き、原則として取消し又は補填は行わない。
　（ただし、明らかなシステム障害等、市長が必要と認める場合はこの限りでない。）
第７　端末の故障・アプリ不具合時の取扱い
１　端末故障、OS更新、アプリ不具合等により利用できない場合、利用者は市の指定窓口へ連絡する。
２　市は、事業受託者（システム提供事業者）と連携し、復旧手順（再ログイン、アプリ再インストール等）を案内する。
３　復旧により利用可能となる場合は、原則として残高は同一アカウントで継続管理する。
４　復旧が困難である場合は、第８の手続により、代替アカウントへの残高移行等の措置を行うことがある。
第８　機種変更（端末変更）時の取扱い（引継ぎ）
１　利用者は、機種変更前に可能な範囲でアカウント情報（電話番号・メールアドレス・パスワード等）を確認し、新端末で同一アカウントにログインすることを原則とする。
２　機種変更前の端末が使用不能等によりログインができない場合は、市へ申出のうえ本人確認を受ける。
３　本人確認が完了した場合、市は受託事業者と連携し、次のいずれかの措置を講ずる。
　(1) 同一アカウントでのログイン回復（登録情報の再設定等）
　(2) 代替アカウントへの残高移行（必要最小限の範囲）
４　残高移行を行う場合、次の条件を満たすことを原則とする。
　(1) 申出者が受領者本人であることが確認できること
　(2) 移行先アカウントが申出者のものとして確認できること
　(3) 重複付与・二重使用が生じないよう、移行元アカウントの残高を確定し、移行後は
当該元アカウントを停止すること
５　残高移行は、原則として１回限りとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
第９　電話番号・メールアドレス等の変更
１　利用者が登録情報（電話番号、メールアドレス等）を変更した場合で、ログインができなくなったときは、市へ申出のうえ本人確認を受ける。
２　本人確認が完了した場合、市は受託事業者と連携し、登録情報の再設定等の必要な措置を講ずる。
第１０　同一世帯内の取扱い（補完・委任）
１　やむを得ない事情により受領者本人が手続できない場合、同一世帯員による申出を受け付けることがある。
２　この場合、市は、必要に応じて委任状、本人確認書類、世帯関係が分かる書類等の提出を求めることができる。
第１１　不正利用・二重登録等への対応
１　市は、不正利用又はそのおそれがあると認める場合、電子券の利用停止、調査、必要な措置を行う。
２　市は、調査に必要な範囲で利用履歴等を確認し、受託事業者に照会することができる。
３　不正利用が判明した場合、市は利用者に対し、残高の失効、返還請求、その他必要な措置を講ずることがある。
第１２　個人情報の取扱い
１　本要領に基づき取得した個人情報は、本事業の実施及び不正防止の目的の範囲で利用する。
２　受託事業者は、業務上知り得た個人情報を漏えいしてはならない。
第１３　補則
本要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
